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【公表日】平成20年7月3日(2008.7.3)
【年通号数】公開・登録公報2008-026
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥粉体用の吸入器であって、
　サイクロンチャンバを有した主要空気流通路と、
　該サイクロンチャンバをバイパスするバイパス空気流通路とを備えており、
　前記サイクロンチャンバは、表面の周囲を循環するよう空気を案内するよう配置された
空気流入口を有し、前記流入口から離れる方向に向かって前記チャンバのうちの少なくと
も一部の断面積が減少していくような形状に形成されており、さらに前記サイクロンチャ
ンバは空気が該チャンバの底部において方向を反転した後に流出する空気流出口を有して
いることにより、使用時に、前記チャンバ内に逆流のサイクロンを形成するように構成さ
れ、
　前記主要空気流通路および前記バイパス空気流通路がマウスピースと連通してなる、乾
燥粉体用の吸入器。
【請求項２】
　前記バイパス空気流通路の流れ抵抗を変えるための手段をさらに備えてなる、請求項１
記載の吸入器。
【請求項３】
　前記バイパス空気流通路が、前記サイクロンチャンバを通過した空気を取り囲むように
構成されてなる、請求項１または２記載の吸入器。
【請求項４】
　前記吸入器に回転可能に接続された薬剤ホルダーをさらに備えてなる、請求項１乃至３
のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項５】
　前記薬剤ホルダーがカップ状を有してなる、請求項４に記載の吸入器。
【請求項６】
　チューブ形状の貫通部材をさらに備えており、該貫通部材が、渦受容部を形成するため
に、前記サイクロンチャンバの中へ貫通してなる、請求項１乃至５のうちのいずれかに記
載の吸入器。
【請求項７】
　前記サイクロンチャンバが、着脱可能な部材により提供されてなる、請求項１乃至６の
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うちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項８】
　前記着脱可能な部材が、複数の前記サイクロンチャンバを備えてなる、請求項７に記載
の吸入器。
【請求項９】
　前記着脱可能な部材が、循環チャンバをさらに有してなる、請求項７または８に記載の
吸入器。
【請求項１０】
　前記着脱可能な部材が、第一の凹部および第二の凹部を有し、これらの凹部が、一つの
可撓性の膜によってまたはそれぞれ対応する可撓性の膜によって覆われてなる、請求項７
乃至９のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項１１】
　可撓性の膜が、前記第一の凹部および前記第二の凹部を覆ってなる、請求項１０記載の
吸入器。
【請求項１２】
　前記投与薬剤をいつでも服用できる状態のとき、前記可撓性の膜または前記可撓性の膜
のうちの一つがユーザにより貫通されるように構成されてなる、請求項１０または１１記
載の吸入器。
【請求項１３】
　前記第一の凹部および前記第二の凹部がチャネルにより相互に結合されてなる、請求項
１０乃至１３のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項１４】
　前記第一の凹部が循環チャンバを有し、前記第二の凹部が前記サイクロンチャンバを有
してなる、請求項１０乃至１３のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項１５】
　前記着脱可能な部材が、前記交換可能な部材を前記吸入器に搭載する行為によって放出
される一または複数の投与回数分の粉体状の物質を有してなる、請求項７乃至１４のうち
のいずれかに記載の吸入器。
【請求項１６】
　格納された前記粉体状の投与薬剤に付随する乾燥手段が提供されてなる、請求項１５記
載の吸入器。
【請求項１７】
　前記サイクロンチャンバの前記外壁が、前記基部に行くにしたがって先細になるように
構成されてなる、請求項１乃至１６のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項１８】
　前記サイクロンチャンバが、おおむね円錐台形状を有してなる、請求項１乃至１７のう
ちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項１９】
　前記サイクロンチャンバが、前記空気流入口の領域において円筒状部分を有してなる、
請求項１乃至１８のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項２０】
　前記サイクロンチャンバに、前記空気流入口とおおむね同一またはそれを下回るレベル
において、流出口が設けられてなる、請求項１乃至１９のうちのいずれかに記載の吸入器
。
【請求項２１】
　前記サイクロンチャンバの前記基部が、ドーナッツ形状の面のうちの一部と一致するよ
うに構成されてなる、請求項１乃至２０のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項２２】
　前記サイクロンチャンバの前記基部に、一連の同心のリッジが設けられてなる、請求項
１乃至２１のうちのいずれかに記載の吸入器。
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【請求項２３】
　垂直方向のリッジが前記サイクロンチャンバに設けられてなる、請求項１乃至２２のう
ちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項２４】
　前記サイクロンチャンバの前記壁の表面が、適切な流れパターンを与えるように処理さ
れてなる、請求項１乃至２３のうちのいずれかに記載の吸入器。
【請求項２５】
　前記サイクロンチャンバの直径が、５～１００ｍｍである、請求項１乃至２４のうちの
いずれかに記載の吸入器。
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